
                          

千葉市では、地震発生時に室内での被害を防ぎ、また、安全な避難経路を確保するた

め、転倒防止金具の取り付けを取付事業者に依頼し、施工した場合、その費用の一部を

助成しています。 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

◆対象となる方 

   

市内に住所を有する次のいずれかに該当する世帯のうち、自ら転倒防止金具を取り付けるこ

とが困難な方 

（１）65歳以上の高齢者のみの世帯 

（２）65歳以上の高齢者及び 20歳未満の者のみの世帯 

（３）65歳以上の高齢者及び重度障害者のみの世帯 

（４）重度障害者のみの世帯 

（５）重度障害者及び 20歳未満の者のみの世帯 

※ 申請前に転倒防止金具を取り付けた場合には対象になりません。 

※ 助成は１世帯で１回限りです。 

 

◆助成制度の内容について 

 

次の（１）～（２）の合算額を助成します 

（１）出 張 料 ５，０００円を上限 

（２）取付費用 家具１台あたり５００円を上限（５台まで） 

※ 金具代及び助成額を超えた場合の差額は利用者負担となります。 

 

 ＜対象となる家具など＞ 

  タンス・食器棚等の家具、冷蔵庫・テレビ等の電化 

製品及び床置型の大型楽器など 

 

 ＜転倒防止金具など＞ 

  Ｌ字金具、チェーン式金具など、家具等の転倒を防止 

するための器具 

  （つっぱり棒、下敷きマットは対象外です） 

 

家具や金具が対象になるか不安な方は、裏面の申請窓口に 

事前にお問い合わせください。  

重度障害者 

身体障害者手帳 1～2級 

療育手帳Ⓐ～Aの 2 

 精神障害者保健福祉手帳 1級 



                          

◆申請方法 

 

（１）利用者は、家具転倒防止対策事業取付事業者一覧の中から事業者を選び、家具転倒防止

金具の取り付けにかかる費用の見積書を依頼します。 

（２）お住まいの区の高齢障害支援課へ 下記「申請に必要な書類」を提出します。 

（３）助成が決定した場合は、区高齢障害支援課から決定通知書及び助成券を利用者へ郵送し

ます。 

（４）取付事業者による金具の取り付け後、利用者は取付事業者へ助成券を手渡すとともに、利

用者負担額がある場合は、取付事業者に直接お支払ください。 

 

◆申請に必要な書類 

 
（１）家具転倒防止対策事業助成申請書 

（２）同意書 

（３）取付事業者が作成した見積書（取付事業者は一覧表の中からお選びください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜高齢支援班＞ 

・65歳以上の高齢者のみの世帯 

・65歳以上の高齢者及び 20歳未満の者のみの世帯 

 

中 央保健福祉センター    TEL ２２１－２１５０ 

花見川保健福祉センター    TEL ２７５－６４２５ 

稲 毛保健福祉センター    TEL ２８４－６１４１ 

若 葉保健福祉センター    TEL ２３３－８５５８ 

 緑  保健福祉センター    TEL ２９２－８１３８ 

美 浜保健福祉センター    TEL ２７０－３５０５ 

 

＜障害支援班＞ 

・65歳以上の高齢者及び重度障害者のみの世帯 

・重度障害者のみの世帯 

・重度障害者及び20歳未満の者のみの世帯 

 

中 央保健福祉センター    TEL ２２１－２１５２ 

花見川保健福祉センター    TEL ２７５－６４６２ 

稲 毛保健福祉センター    TEL ２８４－６１４０ 

若 葉保健福祉センター    TEL ２３３－８１５４ 

 緑  保健福祉センター    TEL ２９２－８１５０ 

美 浜保健福祉センター    TEL ２７０－３１５４ 

 

 

 

申請窓口  各保健福祉センター 高齢障害支援課 


